
 
 

令和７年度地域包括ケアシステム推進会議について 

【１】 目的                                                 

○住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括ケア

システム（地域において医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスを切れ目なく提供する

体制をいう。以下同じ。）の構築を図ることを目的として、関係機関による情報共有や地域課題

の解決に向けた検討を行う。 

○主な議題  

① 地域の介護予防・生活支援  ② 在宅医療・介護連携  ③ 認知症対策 

   ④ 住まい  ⑤ その他（市民への周知広報 等） 

 

【２】 推進体制                                             

 

【地域包括ケアシステム推進会議】

協議体（日常生活圏域単位）
・個別ケースを通して蓄積された最適な手法や地域課題を関係者と共有する場

・介護予防・生活支援サービスの提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場

熊本市地域包括ケアシステム推進会議
・市レベルの地域課題の共有

・地域活動推進方法の検討

・優良事例の市内への波及

・事業化、施策化の提案 など

熊本市地域包括ケアシステム庁内推進会議
・市レベルの地域課題への対応検討

・事業化、施策化 など

政策提案

報 告

○○区地域包括ケアシステム推進会議
・区レベルの地域課題の共有

・区レベルのネットワークの構築

・地域活動推進方法の検討

・優良事例の区内への波及 など

○○区地域包括ケアシステム庁内推進会議
（まちづくり推進委員会等既存会議を活用）

・区レベルの地域課題への対応検討

・地域活動の推進

・市への事業化、施策提案 など

提 案
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【行政内の推進体制】
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